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１ 企業の現況に関する事項 

(1)当期の事業の状況 

 ① 事業の経過及び成果 

   ア 全般 

当社は多摩の南北16kmを結ぶ多摩都市モノレールの運行を担っており、地域に密

着した公共交通機関として、安全を最優先に正確・快適な輸送サービスの提供に努

め、地域の発展に寄与しています。 

当期の業績は、年間乗客数が延べ約5,049万人（前期比6.5％増）、一日平均乗車

人員が137,972人（前期比6.3％増）となりました。運輸収入は82億18百万円（前期

比6.8％増）、運輸雑収は2億33百万円（前期比8.1％増）となり、営業収益は84億52

百万円（前期比6.8％増）となりました。 

一方、営業費については、人件費のほか、モノレールの速度制御を行うVVVFイン

バータ制御装置のオーバーホールや昇降機設備の補修といった経年化に伴う施設修

繕等により、68億49百万円（前期比0.1％増）となりました。 

これらにより、営業利益は16億3百万円、経常利益は13億85百万円となりました。

当期は立飛駅改修に伴う特別利益4億65百万円を計上しており、当期純利益は11億60

百万円の黒字となりました。 

これらの業績向上は、「ららぽーと立川立飛」の開業をはじめとする沿線開発の

進展といった外的要因と、当社における増客増収の取組効果が相乗したものである

と考えております。一日平均乗車人員は定期外が前期比10.0%増、定期が前期比3.6%

増となり、特に立飛駅の一日平均乗車人員は施設従業者と一般来場者による利用増

により前期比190.1%増となりました。 

当社の増客増収の取組としては、立飛駅の大幅な利用増に対応するため、南口改

札の新設、エスカレーター・階段の増設などの大規模改修工事を行うとともに、運

輸雑収の増加にも努めました。当期は沿線開発を好機と捉え、ラッピング列車の運

行や中吊り広告の独占掲出を行う「中吊りMONOポリー」を実施するなど、広告収入

は前期比16.4%増となりました。また、立飛駅における自動販売機の増設、各駅にお

ける乗車人員増等の効果により、自動販売機収入は前期比4.2%増、店舗事業収入は

前期比3.5%増となり、増収に寄与しました。さらに、開店キャンペーンと連携した

スタンプラリーや立飛駅オリジナルグッズの限定販売を実施し、沿線開発による需

要を着実に増収に結びつけました。このほか、「家族で行こう！多摩モノレール車

両基地見学会2015」や小学生を対象とした「1日駅長・運転士体験」などファンづく

りを推進するとともに、恒例のビール列車やワイン列車などの運行を行い、多くの

お客様からご好評をいただきました。 

安全・安心を徹底する取組としては、警視庁、東京消防庁と連携し、地震により

高架上に急停止した列車から乗客や負傷者の救出を想定した東京都・立川市合同総



合防災訓練を実施しました。また、9月3日に発生した駅間で車両ドアを開扉させた

事象を受け、車両ドアの回路構造の変更や「輸送の安全を考える日」の設定など再

発防止に取り組むとともに、10月1日から新たに「安全管理推進室」を設置し、輸送

の安全に関する諸施策を組織横断的に企画・立案、指導する体制づくりを進めまし

た。 

正確・快適な輸送サービスを提供する取組としては、「ららぽーと立川立飛」開

業に伴い輸送力を約25％高めた臨時ダイヤによる運行や社員総動員による駅構内で

の案内・誘導により、混乱もなくお客様に安心してご利用いただいたほか、降雪時

においては、独自に開発した「車載式凍結防止剤散布装置」の運用を開始し、年間

を通して大幅な遅延や運転見合わせによる振替輸送を防ぐことができました。 

お客様サービス向上の取組としては、車内空調設備の増設、くし型ゴムによる車

椅子用ホームスロープの隙間解消工事、多摩産材による駅舎ベンチのリニューアル

を行いました。また、鉄道車両用表示システムにおいて国内初となるカラーユニバ

ーサルデザインに対応したフルカラーLEDの正面行先・車内案内表示器を全車両に採

用し、合わせて4か国語表示を導入しました。 

地域と連携した取組としては、立川南駅において沿線5市が順番に特産品や観光ス

ポットをＰＲする「たまのたまもの5市駅伝マルシェ」の開催や、沿線小学校3校の

社会科見学の受入れを実施しました。また、各駅を起点に沿線地域の魅力あるウォ

ーキングコースを紹介したガイドマップを作成するとともに、沿線市や鉄道会社と

連携したウォーキングイベントを実施しました。 



運輸成績

設備投資等の状況

資金調達の状況
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当事業年度中において実施いたしました設備投資の総額は、23億７百万円であり

ます。

その主なものは、立飛駅改修関係5億54百万円、駅上位システム更新3億69百万

円、車両モニタ装置の更新2億1百万円などであります。主な固定資産の除却は、車

両モニタ装置、工作車K-1･K-2、自動券売機･精算機、駅務管理システムなどであり

ます。

8,218,961

③

　当期は新規資金調達はありません。



対処すべき課題

財産及び損益の状況の推移

年　度

区　分

(注) 1

2

第21期より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」(企業会計基準第５号 平成17年12

月9日)及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」 (企業会計基準適

用指針第８号　平成17年12月9日)を適用しております。

1株当たり当期純利益は、期中平均株式数で計算しております。

純 資 産 額

78,239,314 76,594,13779,820,367

28,490,206

1,160,754

402.28 1,150.65
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当期純利益

総 資 産 額

（千円）

（千円）

経 常 利 益

１株当たり

28,242.23　（円） 29,529.69
１株当たり

当期純利益
543.37　（円） 885.16

④

当社はこれまで多摩地域に密着した公共交通機関として着実に成長してまいりまし

た。当社沿線では、平成27年12月に大型商業施設「 ららぽーと立川立飛」 が開業し、立

飛駅と直結しました。平成28年度は、立川駅北口西地区の再開発ビルの竣工、立川相互

病院などの移転が予定されています。また、立川基地跡地関連地区（ Ａ２・ Ａ３） の国

有地の売却が決定されたことなど引き続き大型開発が控えており、今後も乗客数の増加

が見込まれます。

一方、開業から17年が経過し、経年化に伴う施設・ 設備の大規模更新や、「 ららぽー

と立川立飛」 開業などに伴う乗客数の増加、少子高齢化の進行など社会環境の変化に対

応するとともに、国の交通政策審議会答申における当社線の延伸については、事業採算

性を見きわめながら東京都をはじめとする関係者間で適切に対応してまいります。

また、多摩都市モノレールの安全運行を支え、自立的な会社経営を将来にわたり継続

していくためには、技術力の継承、社員の自主性・ 自律性の向上といった人材育成や社

員確保の取組を計画的に進めていく ことも課題です。

こうした中、平成24年6月に策定した平成30年度までを計画期間とする「 多摩都市モ

ノレール中期経営計画」 に基づき、PDCAサイクルによる検証と改善に不断に取り組み、

諸課題に対して的確な対応をするとともに、経営基盤の強化を図るため、次期中期経営

計画の策定に着手します。

第28期

（平成25年度）

29,383,147 29,788,963

（千円）

第30期（当期）

（平成27年度）

第29期



主要な事業内容

軌道法に基づく一般運輸業

主要な営業所

本社　　　東京都立川市

従業員の状況(平成28年3月31日現在)

主要な借入先

その他企業の現況に関する重要な事項

該当事項はありません。

3名 39.7歳

8,234,000

173名

東 京 都

(3)

(4)

(5)

平均年齢

借　　入　　先

(7)

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 3,403,724

株 式 会 社 三 菱 東 京 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 1,258,200

従業員数

株 式 会 社 日 本 政 策 投 資 銀 行

18,600,000

前年度末比増減

(6)

（平成28年3月31日現在）

（単位：千円）

借    入    金    残    高

平均勤続年数

6.88年



2 会社の状況に関する事項(平成28年3月31日現在)

株式に関する事項

① 発行可能株式総数

② 発行済株式の総数

③ 株主数

④ 大株主

東 京 電 力 株 式 会 社

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行

八 王 子 市

当 社 へ の 出 資 状 況

79.87

4.71

805,704

47,520

持株数  (株) 出資比率　(％)

0.66

0.66

1.05

0.66

0.66

0.73

0.66

西 武 鉄 道 株 式 会 社

6,612

6,612

6,612

6,612

立 川 市

日 野 市

東 大 和 市

多 摩 市

京 王 電 鉄 株 式 会 社

(1)

26,400

31,680

2.62

3.14

1,008,780 株

1,008,780 株

 22 名

株 主 名

東 京 都

7,392

1.15

10,560

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行

6,612

11,616

15,840 1.57小 田 急 電 鉄 株 式 会 社

株 式 会 社 三 菱 東 京 Ｕ Ｆ Ｊ銀 行



(2) 会社役員に関する事項

東京都財務局長

東京都技監（都市整備局長兼務）

東京都建設局長

京王電鉄株式会社常務取締役

小田急電鉄株式会社専務取締役執行役員

株式会社みずほ銀行公務部長

東京都都市整備局総務部長

1 取締役 金杉和秋から阿部裕行までの各氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

2

3 当事業年度中の取締役及び監査役の異動は、次のとおりであります。

ました。

(3) 会計監査人の状況

会計監査人の名称 有限責任監査法人トーマツ

(4) 代表取締役社長 野澤美博氏が辞任し、平成27年7月1日付けで河島均氏が代表取締役に就任いたし

(5) 取締役 横溝良一氏が辞任し、平成27年7月30日付けで佐野克彦氏が取締役に就任いたしました。

(6) 監査役 細渕順一氏が辞任し、平成27年7月30日付けで今村保雄氏が監査役に就任いたしました。

監査役 片山剛氏が辞任し、平成27年6月25日付けで足助紀彦氏が監査役に就任いたしました。

監 査 役

取 締 役

佐 野 克 彦

髙 橋 泰 三

星 野 晃 司取 締 役

取 締 役

非常勤

取 締 役

非常勤

(1)

(3)

常務取締役 鈴木代介氏が辞任し、平成27年6月25日付けで井戸明氏が常務取締役に就任いたしました。

取締役 中井敬三氏が辞任し、平成27年4月1日付けで長谷川明氏が取締役に就任いたしました。

西武鉄道株式会社取締役常務執行役員

多 摩 市 長

取 締 役 非常勤

非常勤

常務取締役

加 藤 昌 宏

東大和市長

金 杉 和 秋

清 水 庄 平

大 坪 冬 彦

八王子市長

井 戸 明

立 川 市 長

長 谷 川 明

取 締 役

取 締 役

非常勤

非常勤

主 な 兼 職地 位

代表取締役

社 長
常 勤

取 締 役

河 島 均

常勤または

日 野 市 長

氏 名
非常勤の別

常 勤

非常勤

石 森 孝 志

安 井 順 一

非常勤

取 締 役

取 締 役

尾 崎 保 夫

非常勤

非常勤

取 締 役 非常勤 阿 部 裕 行

(2)

非 常勤

監査役 加藤昌宏、足助紀彦の各氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

監 査 役

常 勤

今 村 保 雄非常勤監 査 役

（注）

足 助 紀 彦



(4) 親会社等との間の取引に関する事項 

当社は東京都との間で、業務の受託及び資金の借入れに係る取引があります。業務の

受託に当たっては、価格等の取引条件が、市場実勢を勘案した通常の取引条件で行われ

ることに留意しております。また、東京都からの借入金については無利息で、最終償還

日を平成 45 年 3 月 25 日と取り決めております。 

  当社取締役会は、当該取引条件を把握し、当社の利益を害するものではないことを確

認した上で、当該取引についてその適正性、妥当性を判断しております。 

(5) 業務の適正を確保するための体制の整備及びその運用状況に関する事項 

当社は平成 18 年 6 月 14 日開催の取締役会において、「内部統制システム構築の基本方

針」を決議し、本方針に基づく体制の整備を行っております。 

なお、本決議は平成28年1月26日開催の取締役会において一部改正をいたしました。

改正後の基本方針は、次のとおりであります。 

① 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

当社は、法令、定款及びその他の社則の遵守を企業活動の前提とする。取締役社長は、

この旨を取締役及び使用人に対し継続的に伝達し、社内に徹底する。 

取締役社長は、総務部長をコンプライアンス総括責任者に任命し、コンプライアンス

体制の構築・維持にあたる。 

当社は、法令等に照らして疑義のある行為等を通報した使用人を保護するため、内部

通報者保護規程を制定する。 

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

取締役社長は、総務部長を文書取扱総括責任者に任命する。 

取締役の職務の執行に係る情報については、文書取扱規則に基づき、文書又は電磁的

媒体等で記録し、適正に保存及び管理する。 

③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

取締役社長は、常務取締役をリスク管理総括責任者に任命する。総務・運輸の各部門

においては、それぞれ部門毎のリスク管理体制を確立する。 

総務部門においては、運輸部門と連携し、全社的なリスクを総括的に管理する。 

運輸部門においては、危機管理計画（運用指針）に基づき、自然災害や事故・故障、

犯罪行為などの危機を未然に防止し、又は被害を最小限に止め、早期に通常運行へ回復

するための体制を確立する。 



④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

取締役会は、取締役会規則に基づき、定期的に事業の概況その他重要な業務に関する

報告を受け、取締役の効率的な職務の執行を確保する。 

当社は、取締役会規則に基づき幹部会を設置する。幹部会は、幹部会規則に基づき、

経営上の重要な執行方針及び経営全般にわたる重要事項を協議する。 

⑤ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人

に関する事項、その職務を補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

及びその使用人の取締役からの独立性に関する事項 

監査役は、総務部総務課社員のうち特定の者に対し、監査業務に必要な事項を指示す

ることができる。取締役及び使用人は指示を受けた社員の業務遂行が円滑に行われるよ

う監査環境の整備に協力する。指示を受けた社員は、それを遂行するに当たり、取締役

の指揮命令を受けない。 

⑥ 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制並びに報告をした者が当該報告

をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制 

取締役及び使用人は、監査役に対し、当社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項そ

の他当社の経営に重大な影響を及ぼす事項について、速やかに報告する。また、監査役

は、いつでも必要に応じて、取締役及び使用人に対し、報告を求めることができる。 

取締役及び使用人は、報告をした使用人の異動、人事評価及び懲戒等において、報告

の事実を考慮してはならない。 

監査役は、報告をした使用人の異動、人事評価及び懲戒等に関して、取締役にその理

由の開示を求めることができる。 

⑦ 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の

執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項 

取締役及び使用人は、監査役がその職務の執行について生ずる費用の前払、支出した

費用等の償還又は負担した債務の弁済を請求したときは、これに応じる。 

⑧ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

監査役は、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、取締役会の

ほか幹部会その他の重要な会議に出席することができる。 



（業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要） 

  当社は取締役会において決議された「内部統制システム構築の基本方針」に基づき、具

体的な取組を行うとともに、内部統制システムの運用状況について重要な不備がないかモ

ニタリングを常時行っております。また、総務部門が中心となり、当社の各部門に対して、

内部統制システムの重要性とコンプライアンスに対する意識付けを行い、当社全体を統括、

推進しています。 



自　　

至

損 益 計 算 書

株主資本等変動計算書

計 算 書 類

（会社法第435条第2項に基づく）

第 30 期

平成27年4月 1日

平成28年3月31日

貸 借 対 照 表



（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

繰 延 税 金 資 産 129,512

純 資 産 合 計 30,949,717

資 産 合 計 75,825,309 負 債 ・ 純 資 産 合 計 75,825,309

出 資 金 50 繰 越 利 益 剰 余 金 4,926,418

長 期 前 払 費 用 47,923

そ の 他 の 投 資 等 12

投 資 有 価 証 券 3,102,953 そ の 他 利 益 剰 余 金 4,926,418

資 本 剰 余 金

そ の他 資 本 剰 余 金 25,923,299

電 話 加 入 権 3,312 株 主 資 本 30,949,717
ソ フ ト ウ ェ ア 4,855 資 本 金 100,000

投 資 そ の他の資産 3,280,450 利 益 剰 余 金

工 具 器 具 備 品 830,392

建 設 仮 勘 定 5,985

無 形 固 定 資 産 8,168

車 両 運 搬 具 4,305,333

【 純 資 産 の 部 】

機 械 装 置 3,306,363 負 債 合 計 44,875,591

建 物 13,000,069 そ の 他 1,218

構 築 物 12,377,050

有 形 固 定 資 産 63,957,134 長 期 借 入 金 39,126,163

土 地 30,131,939 退 職 給 付 引 当 金 328,456

そ の 他 1,650

固 定 資 産 67,245,753 固 定 負 債 39,455,837

18,025

繰 延 税 金 資 産

1,459,690 預 り 金 16,327

そ の 他

69,433 預 り 保 証 金 54,760

前 受 運 賃 352,064

未 収 金

3,282前 払 費 用

有 価 証 券 2,704,806 未 払 費 用 576,735

貯 蔵 品 72,614 未 払 法 人 税 等 454,030

現 金 及 び 預 金 4,075,492 短 期 借 入 金 2,281,878

未 収 運 賃 176,210 未 払 金 1,682,308

【 資 産 の 部 】 【 負 債 の 部 】
流 動 資 産 8,579,555 流 動 負 債 5,419,753

貸 借 対 照 表
（平成28年3月31日現在）

（単位：千円）

科 目 金 額 科 目 金 額



自 年 4月 1 日
至 年 3月 31 日

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

664,340

26,159

1,160,754当 期 純 利 益

法 人 税 等 調 整 額 690,500

法人税、住民税及び事業税

損 益 計 算 書

科 目

9,012

平成 27
平成 28

1,603,727

金 額

（単位：千円）

営 業 収 益

減 価 償 却 費

運 輸 収 入

運 輸 雑 収

6,849,228

8,218,961

233,994

営 業 費

受取利息及び配当金

運 送 費

営 業 外 収 益

受 託 手 数 料

有 価 証 券 利 息

営 業 利 益

一 般 管 理 費

諸 税

雑 支 出

営 業 外 費 用

雑 収 入

465,650

1,995

465,650

358,540

支 払 利 息

鉄道施設建設受入寄附金

4,820

356,544

1,851,255

1,385,604

特 別 利 益

税 引 前 当 期 純 利 益

経 常 利 益

1,236

125,347

2,582,360

8,452,956

140,417

3,887,518

227,613

151,735



（単位 : 千円）

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

100,000 25,923,299 3,765,663 29,788,963 29,788,963

- - - - -

当 期 純 利 益 - - 1,160,754 1,160,754 1,160,754

- - 1,160,754 1,160,754 1,160,754

100,000 25,923,299 4,926,418 30,949,717 30,949,717

（注） 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

平成 27 年 4 月 1 日 残高

事 業 年 度 中 の変 動 額

事業年度中の変動額合計

平成28年 3月 31日残高

株 主資本等変動計算書

自 平 成 27 年 4 月 1 日

至 平 成 28 年 3 月 31 日

株　　　　　主　　　　　資　　　　　本

純 資 産
合 計

資 本 金
株 主 資 本
合 計そ の 他

資 本 剰 余 金



1. 重要な会計方針

資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券　・・・・　償却原価法（定額法）によっております。

② 棚卸資産の評価基準及び評価方法　・・・　貯蔵品は個別法による原価法

固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除く）

構築物に含まれる鉄軌道事業取替資産　・・・　取替法によっております。

上記以外の資産　・・・・・・・・・・・・・　定額法によっております。　

なお、主な耐用年数は次のとおりです。

建物　38年～50年、構築物　20年～57年、車両運搬具　24年、機械装置　9年～20年　　

② 無形固定資産

③ リース資産

引当金の計上基準

退職給付引当金　・・・・・・・・　

消費税等の処理方法　・・・　消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

2. 貸借対照表に関する注記

担保に供している資産及び担保に係る債務

① 担保に供している資産

千円 ( 千円 )

千円 ( 千円 )

千円 ( 千円 )

千円 ( 千円 )

千円 ( 千円 )

千円 ( 千円 )

合　計 千円 ( 千円 )

② 担保に係る債務

千円 ( 千円 )

千円 ( 千円 )

合　計 千円 ( 千円 )

上記のうち(  )内書は軌道財団抵当並びに当該債務を示しております。

有形固定資産の減価償却累計額 千円

15,308,041 15,308,041

短期借入金 2,281,878 2,281,878

長期借入金 13,026,163 13,026,163

工具器具備品 827,660 827,660

63,911,216 63,911,216

車両運搬具 4,305,333 4,305,333

機 械 装 置 3,306,363 3,306,363

13,000,069 13,000,069

構 築 物 12,339,850 12,339,850

(2) 49,046,056

(1)

(2)

自社利用のソフトウェアについては、社内における見込利用可能期間（5年）に基づく定額法によって
おります。

(3)

従業員の退職給付の支給に備えるため、自己都合による期末要支給額を計
上しております。

(4) 設備資金借入に係る開業時までの支払利息は、建設原価として建物等の固定資産の取得原価に含まれ
ております。

(5)

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

(1)

土 地 30,131,939 30,131,939

建 物



3. 株主資本等変動計算書に関する注記

発行済株式の総数に関する事項

株 - 株

4. 税効果会計に関する注記

千円

千円

千円

千円

千円

千円

法人税等の税率の変更による繰延税金資産の金額の修正

5. 関連当事者との取引に関する注記

主要株主

東京都からの借入金は無利息、最終償還日は平成45年3月25日です。

価格等の取引条件は、市場実勢等を参考にして、その都度交渉の上で決定しております。

取引金額には消費税を含めておりません。期末残高には消費税を含めております。

6. １株当たり情報に関する注記

(1) １株当たり純資産額 円 銭

(2) １株当たり当期純利益 円 銭

7. 金融商品の状況に関する注記

金融商品の状況に関する事項

① 金融商品に対する取組方針

② 金融商品の内容及びそのリスク

減　少当事業年度期首 当事業年度末

普通株式 1,008,780 1,008,780-

株式の種類 増　加

(1)

繰 延 税金資産合計

1,049,820

71,821

198,945

主要株主
被所有
(79.9)

属性

議決権等
の所有
（被所有）
割合(%)

事業上
の関係

人員の
派遣

関係内容

役員の
兼任等

△ 850,875

繰 延税金資産小計

評 価 性 引 当 額

そ の 他

111,970

未収金

取引金額
（千円）

－

123,841

取引の
内容

資金の借
入(注1)
業務の受
託(注2)

科目

(1)

866,027

繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

減 価 償 却 費

退 職 給 付 引 当 金

18,600,000

1,428,735

長期
借入金

営業債権として把握している運輸雑収の未収金は顧客の信用リスクがありますが、取引先別に未収金
の金額並びに期日管理を実施しております。借入金は一年以内に返済期日の到来するものを短期
借入金に、一年超のものを長期借入金としておりますが、いずれも設備に関する借入金で実質的に
は長期借入金であります。一部の借入金は変動金利であり、金利変動のリスクに晒されております。

当社は資金運用については、資金管理委員会を設け、その時の余剰資金と借入金の約定返済など
支払いのバランスを考慮の上、国債・地方債など安全性の高い金融資産への投資に限定しておりま
す。また、投機的な取引は行わず、資金調達については銀行借入による方針です。

1,150 65

30,680 34

(2)

「所得税法等の一部を改正する法律」（平成28年法律第15号）及び「地方税法等の一部を改正する等の法
律」（平成28年法律第13号）が平成28年３月29日に国会で成立したことに伴い、当事業年度の繰延税金資
産の計算（ただし、平成28年４月１日以降解消されるものに限る）に使用した法定実効税率は、前事業年度
の34.8％から、解消が見込まれる期間が平成28年４月１日から平成30年３月31日までのものは34.3％、平
成30年４月１日以降のものについては34.0％にそれぞれ変更されております。
この税率の変更により、繰延税金資産の金額が3,832千円減少し、当事業年度に計上された法人税等調整
額（借方）が同額増加しております。

(注3)

会社等
の名称

東京都

(注2)

(注1)

4

期末残高
（千円）



金融商品の時価等に関する事項

（単位 ： 千円）

①

②

③

④

金融商品の時価の算定並びに有価証券に関する事項

① 現金及び預金

② 有価証券並びに ③ 投資有価証券

（単位 ： 千円）

短期借入金及び長期借入金

（単位 ： 千円）

(注1）

長期借入金（1年内を含む）の時価については元利金の合計額を新規に同様の借入を行った場合に
想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。無利子の長期借入金には東京都
（18,600,000千円）沿線5市（7,500,000千円）が含まれております。

(2)

平成28年3月31日（当期の決算日）における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については
次の通りです。

投資有価証券

時　価 差　額

－

1,199

6,381

△ 4,882,756

貸借対照表上
計上額

有価証券

現金及び預金 4,075,492

2,704,806

3,102,953

41,408,041短期借入金及び長期借入金

これらの時価については、日本証券業協会が公表した売買参考値等によっております。
なお貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は以下のとおりです。

1,353,000(2)譲渡性預金

4,362,341

7,581

7,581

1,353,000 -

4,354,759

4,354,759

4,362,341

小 計

差　額

(1)社債時価が貸借対照
表計上額を超え
るもの

1,453,000 1,453,000

種　類
貸借対照表上
計上額

時　価

-

時価が貸借対照
表計上額を超え
ないもの

(1)社債 100,000 100,000 -

小 計

5,815,341 7,581

差　額借入金の種類

有利子
一年内返済予定
長期借入金

貸借対照表上
計上額

時　価

合 　　計 5,807,759

④

2,278,825 △ 3,0522,281,878

長期借入金
有利子 13,026,163 13,171,882 145,719

無利子 26,100,000 21,074,577 △ 5,025,422

合 　　計 41,408,041 36,525,284 △ 4,882,756

4,075,492

2,706,006

3,109,335

36,525,284

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
ています。なお外貨建ての現金及び預金はありません。



長期借入金の返済予定額 （単位 ： 千円）

金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額 （単位 ： 千円）

(注2）

(注3）

合　　　　計 6,780,299 3,102,953

1年超～
2年以内

2年超～
3年以内

3年超～
4年以内

4年超～
5年以内

5年超 合　　計借入先別 1年内返済

－ － － 7,500,000 7,500,000

東京都 － － 1,240,000 1,240,000 1,240,000 14,880,000 18,600,000

1,279,537 1,244,852 1,023,684 944,512 7,074,041

沿線5市 －

現金及び預金

有価証券及び投資有価証券

27,278,512 41,408,041

1年以内 1年超3年以内

4,075,492 －

合　　計 2,281,878 2,165,578 3,349,537 3,276,852 3,055,684

2,704,806 3,102,953

－

日本政策投
資銀行

980,000 886,000 830,000 792,000 792,000 3,954,000 8,234,000

民間銀行 1,301,878 1,279,578



独立監査人の監査報告書謄本 

独立監査人の監査報告書

平成２８年５月２７日 

多 摩 都 市 モ ノ レ ー ル 株 式 会 社  

取 締 役 会 御中 

有限責任監査法人 ト ー マ ツ

指定有限責任社員

業 務 執 行 社 員
 公認会計士 伊 集 院 邦 光

当監査法人は、会社法第４３６条第２項第１号の規定に基づき、多摩都市モノレール株式会社

の平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日までの第３０２９期事業年度の計算書類、す

なわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記

並びにその附属明細書について監査を行った。 

計算書類等に対する経営者の責任 

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計

算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬によ

る重要な虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が

必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 

監査人の責任 

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及び

その附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公

正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書

類及びその附属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、

監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。 

監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手する

ための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書

類及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査

の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リ

スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算書類及びその

附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採

用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体とし

ての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。 

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 

監査意見 

当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認

められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び

損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

利害関係 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害

関係はない。 

以 上  



監査役会監査報告書謄本 

監 査 報 告 書 

当監査役会は、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの第30期事業年度の取締役の職務の執

行に関して、各監査役から監査の方法及び結果の報告を受け、審議の上、本監査報告書を作成し、以下の

とおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

監査役会は、監査の方針、監査計画等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を

受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明

を求めました。

各監査役は、監査役会が定めた監査の方針に従い、取締役会その他重要な会議に出席するほか、取締

役等から事業の報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状

況を調査いたしました。また、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体

制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第1項及び

第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内

部統制システム）の状況を監視及び検証いたしました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業

報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証する

とともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」を「監査に関する品

質管理基準」等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。以上の方法に

基づき、当該事業年度に係る計算書類及びその附属明細書について検討いたしました。

２．監査の結果

 (1) 事業報告等の監査結果 

  一 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認

めます。 

  二 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められ

ません。

  三 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制シ

ステムに関する取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。 

 (2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果 

   会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。 

     平成28年6月3日 

          多摩都市モノレール株式会社 監 査 役 会

常勤監査役 加 藤 昌 宏   

監 査 役 足 助 紀 彦   

監 査 役 今 村 保 雄   

（注）監査役加藤昌宏、足助紀彦の各氏は、会社法第2条第16号及び第335条第3項に定める社外監

査役であります。


